
安全・剪定講習会

下記の日程で開催します。

日 程：3月18日(火)・19日(水)

時 間：9時～16時

場 所：18日(火)午前 瀬加小学校

午後 笠形会館（市川町上牛尾94-1）

19日(水)終日 笠形会館

※18日が雨天の場合

18日 本部にて座学、19日 場所が変更となります

※19日が雨天の場合、本部にて座学

（天候により変更があった際は参加者には連絡します）

内 容：一般樹木の剪定、安全について

(剪定班は別枠です。班員の方は全員出席お願いします)

初心者の方の見学も可能です。

ぜひ本部までお申し込みください。

歳時記

『無事故日数 21日』（2/28現在）

令和7年 3月号

事故発生

2/7(金) 草刈作業中に足場の凍結に気づかずに

転倒し、足を捻って右足外くるぶしを骨折した。

寒波の影響により起きてしまった事故ですが、

凍結だけでなく、濡れた路面でも起こり得ます。

天気の悪い日は足元に十分気を付けましょう。

令和7年度 安全就業推進スローガン

安全適正就業委員会にて、今年も多数の応募の中から優秀作品が選ばれました！！

◆1人1人が責任者 意識高めて 安全作業

神河町 中山 道治さん

◆ちょっと待て 安全確認 もう一度

神河町 小島 昭さん

◆あわてる程 仕事進まず 増す危険

福崎町 後藤 英世さん

定時総会について

令和7年5月28日(水)午後～

市川町文化センター ひまわりホールにて

定時総会を開催します。

詳細は後日お知らせします。

みなさんご出席お願いします。

以上3名の方おめでとうございます！！
たくさんのご応募ありがとうございました。

配分金明細・歳時記の郵送は、今月で最後となります。

4月からは会員専用サイト「smile to smile」にて

確認いただくよう、お願いします。

会費納入について

納入の期限は3/20（木）までとなりますので、

まだ納入がお済みでない方は、早めにお振込みを

お願いします。

無事故日数は135日でストップしました



派遣

募集就業先一覧

①福崎町

②工場

③溶接・組立

④週3日

⑤9時～16時

⑥75,000円程度

⑦

地区別懇談会の内容

フリーランス法

フリーランス法に関わる令和6年11月以降の契約

（おもに単発就業）に関しては、すでに会員専用

サイトsmile to smile（デジタル）にて、

「就業条件明示書」を送っています。

長期就業に関しては1年契約となることから、

年度の最初に1回のみ送信します。

（令和7年3月末頃から送信を開始します）

単発就業はそれぞれの仕事の都度送信します。

新契約方法

令和7年4月より新契約方法（包括契約）へ移行予定

でしたが、令和8年4月より移行する予定で、来年度

は移行への準備期間に充てることとし、他のセンター

の動向も見ながら判断していきます。

デジタル化

登録率56.6%（R7.1.15時点）

令和7年4月より郵送を廃止し、「配分金明細」

「就業条件明示書」「お知らせ」「就業情報」などは、

すべてデジタルで行い、 smile to smileで確認して

いただくようになります。

なお、お知らせや就業情報については、

smile to smile だけでなく、SMS（ショートメール）や

ホームページでも確認することができます。

その他の連絡

・令和7年4月より事務費を現在の12%から15%に

変更します。

・令和8年度分（令和8年2月末に案内発送分）から

会費の振込用紙を廃止します。

会費納入の案内には、振込用紙は同封しません。

以上の内容をおもにお話しました。

フリーランス法が施行され、シルバー人材センターを取り巻く環境が少しづつ変化していきますが、

みなさんはシルバー人材センターの会員であり、センターから請け負って就業していただいていることは

変わりません。これまで通り、安心して就業していただくようお願いします。

Smile to smile登録&相談会は各町ごとに行っています！

ぜひご参加ください（完全予約制）

2月 新入会員数

【 9 名 】

（うち会員紹介 4名）

ご紹介いただいた会員さま

ありがとうございました。

【本部事務所】 
3月10日（月）

【福崎連絡所】
3月12日（水）

【神河事業所】
3月13日（木）

①13時30分～

②14時～

③14時30分～

④15時～

⑤15時30分～

⑥16時～

Smile to smile登録・相談会日程 

配分金明細・歳時記の郵送は今月を持って終了しますが、

引き続きsmile to smileにて掲載していきますので

今後も毎月確認いただくようお願いします。

請負①神河町

②介護施設

③清掃

④シフトによる

⑤9時～14時(休憩なし)

⑥50,000円程度

⑦女性

①場所

②就業先

③仕事内容

④就業日

⑤就業時間

⑥1ヶ月の配分金目安

⑦その他

地区別懇談会の神崎郡消費者生活中核センターによる

講演会の中でも話されていた「還付金詐欺」

兵庫県警からも注意喚起がされています。

令和6年、兵庫県内の被害認知件数450件超！

被害額は5億5,000万円超！！

と、どちらも過去最多だそうです。

還付金をかたった電話は詐欺です。

みなさん十分に注意しましょう。

また不審な電話をうけた際には

「188（消費者ホットライン）」へ電話し

相談や報告するようにしてください。


	スライド 1
	スライド 2

